
（令和8年1月1日以降）

閲覧等を希望する文書 保存年限（※）
閲覧請求に必要な書類

（閲覧は無料）
写しの交付請求に必要な書類 写しの交付料金

写しの作成等に要する
費用の徴収方法

行政文書開示請求書 ・白黒コピー　用紙１枚につき１０円 現金又は納入通知書
　

＜根拠：青森県情報公開条例＞

※　様式は県選管窓口にあり。

行政文書開示請求書 行政文書開示請求書 ・白黒コピー　用紙１枚につき１０円 現金又は納入通知書
＜根拠：青森県情報公開条例＞ ＜根拠：青森県情報公開条例＞

＜様式：青森県選挙管理委員会が保有する

①白黒コピー　用紙１枚につき１０円

※　様式は、県選管窓口にあり。

行政文書開示請求書 行政文書開示請求書 ・白黒コピー　用紙１枚につき１０円 現金又は納入通知書
＜根拠：青森県情報公開条例＞ ＜根拠：青森県情報公開条例＞

①白黒コピー　用紙１枚につき１０円

①白黒コピー　用紙１枚につき１０円

＜根拠：政党助成法第32条第5項＞

※　様式は、県選管窓口にあり。

※　上記保存年限を経過した後、該当する文書の閲覧又は写しの交付の請求があった場合において、現に当該文書を保有しているときは、すべて青森県情報公開条例により対応することとなる。（条例第16条）

※　県規程⇒公職選挙法等の施行等に関する規程
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青森県選挙管理委員会が保有する報告書等の閲覧及び写しの交付希望があった場合の対応

選挙運動費用収支報告書 収受の日から３年 ※　写しの送付に要する費用も現金又
は納入通知書により徴収

※　同条例第11条第１項ただし書により、直ち
に全部開示をする旨の決定をし、かつ、開示
することが可能。（文書による決定通知の例
外）
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＜根拠：公職選挙法第192条第4項、県規程
第136条＞

報告書等口頭閲覧請求受付簿
（来庁者のみ受付。受付後直ち
に閲覧可）

選挙運動費用収支報告書に添付さ
れて提出された領収書等の写し

収受の日から３年 ※　写しの送付に要する費用も現金又
は納入通知書により徴収

・収支報告書
・政治資金監査報告書、確認書（国
会議員関係政治団体のみ）

県選管のインター
ネット公表日
（R7.12.31までは要旨
公表日）から３年

収支報告閲覧対象文書の写し
の交付請求書 青森県収入証紙　　（特別の事

情がある場合は納入通知書又は現金も
可←青森県政治資金に係る収支報告
書等写し交付手数料等徴収条例）＜根拠：政治資金規正法第20条の２第2項、

県規程第166条第5項＞

＜根拠：政治資金規正法第20条の２第2項、
県規程第166条第1項＞

※　写しの送付は、送付に要する費用
相当分の切手の提供を受けて行う。（政
治資金規正法施行令第20条）

②ＣＤ－Ｒ　１枚につき５０円に収支
報告書等の写し１枚ごとに１０円を
加えた額

③ＤＶＤ－Ｒ　１枚につき６０円に収
支報告書等の写し１枚ごとに１０円
を加えた額

＜様式：少額領収書等の写しの開示及び収
支報告書等の写しの交付に関する事務取扱
要綱様式第１３号＞

＜根拠：青森県政治資金に係る収支
報告書等写し交付手数料等徴収条
例別表＞

報告書等口頭閲覧請求受付簿
（来庁者のみ受付。受付後直ち
に閲覧可）

収支報告書に添付されて提出され
た領収書等の写し

県選管のインター
ネット公表日
（R7.12.31までは要旨
公表日）から３年

※　写しの送付に要する費用も現金又
は納入通知書により徴収

県選管のインターネット
公表日（R7.12.31まで
は要旨公表日）から３
年

（該当政治団体に提出命令
を行った後に県選管に提出
される）

少額領収書等の写しに係る開
示請求書

青森県収入証紙　　（特別の事
情がある場合は納入通知書又は現金も
可←青森県政治資金に係る収支報告
書等写し交付手数料等徴収条例）

※　解散した団体に係るものは請求
できない。（政治資金規正法に基づ
く処分に係る審査基準２（４））

※　写しの送付は、送付に要する費用
相当分の切手の提供を受けて行う。（政
治資金規正法施行令第14条）

＜様式：少額領収書等の写しの開示及び収
支報告書等の写しの交付に関する事務取扱
要綱様式第１号＞

＜様式：少額領収書等の写しの開示及び収
支報告書等の写しの交付に関する事務取扱
要綱様式第１号＞

②ＣＤ－Ｒ　１枚につき５０円に少額
領収書等の写し１枚ごとに１０円を
加えた額

③ＤＶＤ－Ｒ　１枚につき６０円に少
額領収書等の写し１枚ごとに１０円
を加えた額

＜根拠：青森県政治資金に係る収支
報告書等写し交付手数料等徴収条
例別表＞

少額領収書等の写しに係る開
示請求書少額領収書等の写し（国会議員関

係政治団体のみ）

＜根拠：政治資金規正法第19条の16第1項＞

使途等報告書（支部報告書）、支部
総括文書、監査意見書

報告書等口頭閲覧請求受付簿
（来庁者のみ受付。受付後直ち
に閲覧可）

＜様式：公表対象報告文書の写しの交付に
関する事務取扱要綱様式第1号＞

総務大臣のインター
ネット公表日
（R7.12.31までは要旨
公表日）から５年

※　領収書等の写しは県選管では
保有していない。

公表対象報告文書の写しの交
付請求書

＜根拠：政治資金規正法第19条の16第1項＞

青森県収入証紙　　（特別の事
情がある場合は納入通知書又は現金も
可←青森県政党交付金に係る都道府
県提出文書写し交付手数料徴収条例）

②ＣＤ－Ｒ　１枚につき５０円に使途
等報告書等の写し１枚ごとに１０円
を加えた額

＜根拠：政党助成法第32条第5項、県規程第
166条第1項＞

※　写しの送付は、送付に要する費用
相当分の切手の提供を受けて行う。（政
党助成法施行令第9条）

③ＤＶＤ－Ｒ　１枚につき６０円に使
途等報告書等の写し１枚ごとに１０
円を加えた額

＜根拠：青森県政党交付金に係る都
道府県提出文書写し交付手数料徴
収条例別表＞


